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特集●外部人材の活用拡大と新しい課題
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委託労働者とは自営の形式で委託者に対し自ら労務を供給する者をいい，請負労働者とは

業務請負契約に基づき業務請負企業から発注者に派遣されて業務に従事する者をいう。本

稿は，１いかなる委託労働者が労働法の適用される「労働者」となるか，２「労働者性」

が認められない委託労働者にいかなる保護が必要か，３請負労働者と「派遣労働者」「供

給労働者」の区分，４請負労働者は発注者に対していかなる法律関係に立つかについて検

討する。本稿は，とくに，「労働者性」が認められない委託労働者のなかで一定の範囲の

者を「契約労働者」として保護する必要があること，発注者は請負労働者に対し一定の範

囲で「ユーザー責任」を負うべきであると主張している。
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Ⅰ 本稿の目的と対象

本稿の目的は，「業務委託」または「業務請負」

の形態で就業する労働者（委託労働者および請負

労働者）の法的地位と保護のあり方を検討するこ

とである。委託労働者および請負労働者は労働法

の適用される法的意味での「労働者」のみならず

広く自営業者を含めた就業者を意味している。

本稿の具体的な課題は，委託労働者に関して，

１いかなる委託労働者が労働法上の「労働者」に

該当するか（Ⅱ2），２「労働者」性が認められな

い委託労働者に対してどのような法的保護が与え

られるべきか（Ⅱ3），さらに，請負労働者に関し

て，３いかなる請負労働者が労働者派遣法上の派

遣労働者または職業安定法上の供給労働者に該当

するか（Ⅲ2），４請負労働者は発注者に対してい

かなる法律関係にあるか（Ⅲ3）という点にある。

業務委託または業務請負という用語は法律で規

定した概念ではなく，実務で用いられている通称

である。実務で用いられる契約書をみると，「業

務委託契約」「業務請負契約」「業務委託請負契約」

というように「業務」と「請負」ないし「委託」

を組み合わせたものやたんに「委託契約」「請負

契約」などと表記したものもある1）。

このように，業務委託・業務請負に関して共通

の用語法が存在しない現状では，議論の混乱をま

ねかないために，本稿では業務委託または業務請

負を便宜的に以下のように定義することとしたい。

業務委託とは，ある個人が他の企業（委託者）

から委託を受けて，自営の形式で（労働契約以外

の労務供給契約に基づき），委託者の協力の下に委

託された業務を遂行し，これに対して報酬を得る

ことをいい，この目的を達成するために当事者間

で結ぶ契約を業務委託契約という。業務委託の下

で労務を供給する就業者を「委託労働者」と呼ぶ。

業務請負とは，ある企業（業務請負企業）が他

の企業（発注者）との契約（業務請負契約）に基づ

いて，その債務を履行するために，発注者の協力

の下に，自己の雇用する労働者または委託労働者
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を業務に従事させ，これに対して報酬を得ること

をいう。業務請負の形態で労務を供給する労働者

または委託労働者を「請負労働者」と呼ぶ。ここ

では，業務請負企業，発注者，請負労働者との間

に三者間関係が生ずる。

業務委託および業務請負の特質は，発注者（委

託者）が業務請負企業または委託労働者に対し業

務遂行に必要な情報，機械・設備などを提供し，

業務内容および遂行方法について指示を与え，他

方で，業務請負企業または委託労働者は発注者

（委託者）に対して業務遂行状況に関し常時指示・

監督を受けるというように協同的な関係を形成し，

さらに，業務内容，報酬額，契約期間などの契約

条件を当事者が契約期間中任意に変更することを

予定しているなどの柔軟性にある2）。こうした

「協同性」「柔軟性」において，業務委託・業務請

負は労働契約，職業安定法 44 条により禁止され

ている「労働者供給」，労働者派遣法の下で認め

られる「労働者派遣」との類似性を有している。

Ⅱ 委託労働者の法的地位と保護

1 委託労働者の特徴と問題

学説が委託労働者の労働者性を議論しはじめた

のは 1970 年代以降であり，その背景には就業形

態の多様化に伴い指揮監督性の弱い労働が増加し

てきたことや，法定福利費などの使用者コストを

回避するために企業が社員の非労働者化を進めた

ことがある3）。この傾向は 1990 年代以降，情報

技術の進展，国際的な競争激化に伴う企業組織の

再編，アウトソーシングの拡大とともに労働組織

全体に波及することになる。

委託労働者の実態はさまざまである。まず，企

業から受け持ち地域を指定されて就業時間をある

程度自分で決めて働くタイプがある（委託就業型）。

具体的には，NHKの受信料委託集金人4），電気・

ガスの検針員5），パンの委託販売6）がこれにあた

る。

次に業務に必要な機材器具を自分で所有し，器

具機材の修理代・燃料代など業務遂行に要する費

用を自分で負担する自営業者型があり，これには

トラック・ダンプを自ら持ち込んで砂利等の運送

を行う傭車運転手7），大工などの手間請就業者8）

などがある。

さらに，専門的な技術・技能を有して相当程度

の裁量をもって業務を遂行する専門家・専門技術

者型がある。音楽家9），芸能実演家10），潜水夫11），

コンピュータ技術者12）などがこれにあたる。

このほか，一つの企業に専属し企業組織に組み

込まれながら案件ごとに委託されるタイプ（注文

建築コンサルタント，保険の外務員13）など）や，事

業組織に縛られないで働くフリーエージェント型

（研修トレーナー，在宅ワーカーなど）がある。

委託労働者の多くは特定の委託者に仕事の受注

を依存しているので，委託者の提示する契約条件

をそのまま受け入れる傾向がある（とくに報酬単

価の低さが問題となる）。契約書を作成しない例も

多く，業務内容，契約条件（納期，報酬額，報酬

支払時期など），契約相手方があいまいな場合があ

る。契約締結後，委託者が一方的に契約条件を変

更したり（報酬単価の引き下げ，報酬支払期日の延

期など），中途解約することもまれではない。仕

事に不満があれば一方的にやり直しを要求される。

契約期間が満了しても更新されることが多いが，

委託者の更新拒否に対する不安がある。

一方，委託労働者は自営の形式をとっているの

で労働法の適用がないものとして処理される。委

託者の労働保険・社会保険に加入しておらず，業

務災害の場合も委託労働者自身の負担となる。委

託者からすれば，労働法上の「労働者」であれば

負担しなければならない法定福利費（労働・社会

保険の事業主負担）および労働基準法上の使用者

責任を免れるというメリットがある。

2 委託労働者と「労働者」

上記のような特徴をもつ委託労働者について，

これが労働法上の「労働者」にあたるか否かが裁

判上たびたび争われてきた。

労働基準法（以下では労基法）上の労働者に関

して，労基法９条は事業に「使用される者で，賃

金を支払われる者をいう。」と定義している。し

かし，この文言が抽象的であるために，労働行政

は，「労働基準法研究会報告書」（1985 年）14）で示
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された「労働基準法の『労働者』の判断基準」

（これを「使用従属性基準」と呼ぶ）を用いて労働

者性を判断している。

これによれば，労働者性は，雇用契約，請負契

約といった契約形式のいかんにかかわらず，実質

的な「使用従属性」の存否をもって判断しなけれ

ばならない。

そして，使用従属関係の存否を判断する基準と

して，上記報告書は「指揮監督関係」および「報

酬の労務対償性」をあげ，さらに，これを判断す

るためにいくつかの判断要素をあげている。すな

わち，指揮監督下の労働であるといいうるために

は，仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否

の自由の有無，業務遂行上の指揮監督の有無，勤

務場所・勤務時間の拘束性の有無，労務提供の代

替性の有無，報酬の労務対償性の有無などの判断

要素をあげ，加えて，労働者性の判断を補強する

要素として，機械・器具の負担関係，報酬の額，

専属性の有無，就業規則・服務規律の適用の有無，

その他，給与所得として源泉徴収しているか，労

働保険・社会保険が適用されているか，退職金制

度，福利厚生制度に組み込まれているかなどの要

素をあげ，これら諸要素を総合的に勘案して労働

者性の有無が決定されることになる。

最高裁判例のなかで労働者性の判断基準を示し

たものはないが，使用従属性基準と同様な基準に

従ったと思われる判例がある（横浜南労基署長

（旭紙業）事件・前掲注 7））うえに，下級審裁判例

においては，近年，使用従属性基準を明示するも

のが多い15）。

これは，多重的なチェック項目をあげかつ総合

判断という手法において，多様な実態に対する適

応力に富み，個別事案に即した柔軟な解決を可能

とする巧みな方法である。しかし，委託労働者を

上記の判断要素に従って検討すると，労働者性を

肯定する要素とこれを否定する要素が混在し，労

働者性を判断する決め手に欠ける場合が多いため

に，1審と控訴審で判断が逆転する例も多く，裁

判結果を予測することが著しく困難である16）。

たとえば，フリーの映像カメラマンがロケ中に

倒れたという最近の裁判例（新宿労基署長（映画

撮影技師）事件）を例にとれば，かれはプロダク

ションの作成したスケジュールに完全に拘束され

て撮影業務に従事していたが，撮影業務の細部に

ついてはある程度の裁量を有していた。第１審17）

は，かれが撮影につき「相当程度の裁量」を有し，

かつ時間的拘束性については撮影業務の性質から

生じた拘束性であり指揮監督性を示すものではな

いとして労働者性を否定したのに対して，控訴

審18）では，かれが相当程度の裁量を有していても

それは監督の指揮監督から独立した裁量ではない

こと，ついで時間的拘束性について業務の性質な

いし特殊性のみを強調することは相当ではなく

「使用者の業務上の必要性」から生じた拘束性だ

として労働者性を肯定した。

個別具体的な事案によって裁判所の判断が異な

ることは避けられないところであるが，使用従属

性基準による判断方法が結果の予測を困難にして

いる要因は，伝統的な労働者に近い者を保護する

のか，あるいは使用従属性があいまいであっても

保護の必要性を重視するのかという方向性が明確

ではない点にあると思われる。

多くの学説は労働者概念を人的従属性と経済的

従属性の複合ととらえ，労働法の適用対象を確定

する統一的概念としている。そして，労働者性の

具体的な判断要素について「使用従属性基準」が

あげるものとほぼ同様の要素をあげてきた19）。

しかし，一部の学説が労働者性の有無を「使用

従属性」の判断基準で一刀両断的に処理すべきで

はなく，問題となる保護規範ごとに相対的に（柔

軟に）判断すべきであると提唱したことにより20），

労働者性の判断は使用従属性の存否という事実認

定の問題ではなく，いかなる範囲の就業者に労働

法上の保護を付与すべきかの法的価値判断の問題

であることが認識されるに至る21）。

このような視点は，労働者概念の再検討を促し，

労働者を統一的概念としながら解雇（解約）につ

いて経済的従属性がみられる限りこれを「準労働

者」として保護範囲に含めるべきだとする主張22）

や労働者と事業者の中間に位置する就業者など一

定の範囲で当事者の意思を考慮すべきとする学

説23）が提唱されるようになった。

保護されるべき就業者の範囲の問題は国内にと

どまらず国際的にも議論されている。国際労働機
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関（ILO）は 1997 年と 98 年の総会において，そ

の経済的・組織的依存性のゆえに保護されるべき

労働者（「契約労働者」）が存在し，これに対しい

かなる保護が与えられるべきか議論を行った。こ

の提案は結局「契約労働者」の定義について政労

使の一致がみられず成功しなかったが，2003 年

の ILO 総会において再度「雇用関係の範囲」に

ついて議論され，伝統的な労働者（被用者）とは

異なる労働者の中に，事実上労働者であるにもか

かわらず制定法または法適用の不備によって雇用

関係の範囲からはずれている者のいることが共通

認識とされた24）。

これまで判例・学説は労働者と事業者を峻別し，

両者の境界線を厳密に定義することに腐心してき

た。しかし，委託者との使用従属性が弱まる一方

で経済的従属性が強まる状況のなかで，労働法が，

将来も指揮監督下で労働する伝統的労働者のみを

適用対象とすべきか，そうではなく，労働者と事

業者の中間的に位置する者の存在を直視しこれに

適合した法制度の構築および現行法の解釈に努め

るべきか問われている。そして，労働法がその理

念において使用者による労働条件の一方的決定へ

の規制の体系であったことを想起すれば25），後者

の道を選択すべきであろうと思われる26）。

3 委託労働者と「契約労働者」

委託労働者の保護を考える場合，問題を二つの

状況に分けて考えてみる必要がある。すなわち，

委託者が労働法規の適用を回避する意図をもって

委託労働者を用いた場合（これを「偽装された雇

用関係」という）と，こうした意図はないが委託

者との間の使用従属関係の有無がはっきりしない

場合，言い換えれば，使用従属関係があるかどう

か客観的にあいまいな場合（「客観的にあいまいな

雇用関係」）である27）。

「偽装された雇用関係」においては，使用者が

その責任を回避するために雇用関係を民事的な関

係に偽装することが問題となる。しかし，労働者

側から使用者による偽装を立証することは著しく

困難である。

そこで，筆者は，使用従属関係の諸指標に照ら

して労働者性を肯定する要素と否定する要素が混

在し決め手に欠けるとき，当事者が労働契約以外

の契約形式を選択したことにつき労働法の趣旨・

目的に照らして合理性が認められるなどの特段の

事情がある場合を除いて，当該契約を労働契約と

して推定すべきだと考えている。なぜなら，委託

者が交渉上の優位性をもつところでは，委託労働

者が労働契約以外の労務供給契約を選択したこと

を額面通り評価できないからである。ここでいう

合理性の判断にあたって，委託者が労働契約以外

の契約を選択した趣旨，委託労働者側にかかる労

務供給契約を選択する客観的に合理的な理由が存

するかなどが問われるべきであろう28）。

上記の判断枠組みに従ったとしても，委託者の

側に偽装があったといえない場合（「客観的にあい

まいな雇用関係」）も存在する。「客観的にあいま

いな雇用関係」においては，これまでの枠組みか

らみて労働者性があると評価することは難しい。

問題は，使用従属性がないと評価された委託労

働者を，労働法の理念からみて保護すべきかどう

かである。筆者は，委託労働者に事業者性が存し

ない限り（非事業者性），労働者に準じて必要な範

囲で労働法上の保護を付与すべきではないかと考

えている。

委託労働者が「使用従属性」基準に照らして労

働者だと評価できない場合，かれらを労働者とし

て扱うことはできない。しかし，非事業者は，委

託者への経済的依存のために，労働に伴うコスト

（安全衛生，労災時の所得補償，報酬支払確保など）

を自己の計算と危険負担の下に引き受けることが

できない（委託料金にコストを算入できない）。そ

こで，このコストは業務の成果を市場で販売する

委託者に負担させるべきである。これにより，コ

ストを商品価格に転嫁し，最終的に社会に還元し

うることになるからである。

保護されるべき委託労働者を，筆者は「労働者」

と「事業者」の中間に位置する第３のカテゴリと

して「契約労働者」と呼んでおり29），契約労働者

に対して一定の義務を負担する委託者を「ユー

ザー」と呼んでいる。契約労働者とは，ある個人

または企業（ユーザー）のために自ら労務を提供

し，ユーザーとの間に雇用に類似する依存または

従属の事実的関係がある者をいい，ユーザーとの
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間に雇用関係がない者をいう30）。「雇用に類似す

る依存または従属の事実関係」の存否は，保護規

範の趣旨・目的に照らして具体的に判断すること

になろう。

労働法が使用従属性という統一的基準をもって

労働者を定義し，労働者以外の就業者を事業者と

している現行制度では，契約労働者に対する保護

はなによりも立法的課題である。

たしかに，家内労働法または労災保険制度の特

別加入制度は労働者類似の者に対する保護を用意

しているが，その適用範囲は厳しく制限されてお

り，契約労働者の保護にとって十分ではない。他

方で，契約労働者を労働者と全く同様の法的地位

に置くこともかれらのニーズに必ずしも一致しな

いと思われる。課題となっているのは，必要な範

囲で適切な保護が付与されることである。

さて，保護がなされるべき領域・範囲をどのよ

うに確定するかは困難な問題である。筆者は，少

なくとも労災補償，賃金支払確保，安全衛生に関

する保護が必要と考えている31）。

立法的解決がなされないとしても，これまでの

裁判例に照らし，契約労働者はユーザーに対し一

定の権利を有すると思われる。

契約労働者が特定のユーザーとの業務委託から

主たる収入を得かつユーザーが中途解約権を有す

るかもしくは業務委託契約が反復更新している場

合，または契約労働者がユーザーの事業組織に組

み込まれて業務に従事する場合，契約労働者とユー

ザーとの間には経済的依存が存在し，かつ「労働

者」との類似性を有するといえる。このことは，

契約労働者とユーザーとの間の交渉上の不均衡を

もたらし，契約が本来有している正当性の根拠を

奪うとともに，契約労働者の契約条件に対する国

家の介入を正当化すると思われる32）。

この場合，当事者間の実質的対等性を確保する

ために，契約労働者とユーザーとの間の雇用類似

の関係に基づき，信義則上，契約労働者は労働者

に準じた法的地位におかれるべきであろう。具体

的には，ユーザーは契約労働者に対し安全配慮義

務を負う33）ほか以下のような義務を負うと解する。

ユーザーは業務委託契約の期間満了までは社会通

念上相当として是認できない事情が存しない限り

解約することができない（民法 651 条の適用排除）。

また，期間を定めた業務委託契約を反復更新し，

あたかも期間の定めのない継続的契約と実質的に

異ならない状態で存続したり，または契約労働者

が更新に対し合理的な期待を有するときは，ユー

ザーによる更新拒否に対し労働契約上の解雇権濫

用の法理が類推適用される34）。また，契約労働者

が委託された業務を遂行する過程においてユーザー

に対して引き起こした損害の賠償においては，労

働者の過失ある場合と同様に責任が軽減されるべ

きであろう35）。

Ⅲ 請負労働者の法的地位と保護

1 業務請負の特徴と問題

業務請負は発注者・業務請負企業・請負労働者

の三者から成り立っているが，その関係は複雑で

ある。

典型的なケースは，業務請負企業が発注者から

請け負った業務を遂行するために，自社で雇用し

ている労働者を発注者の事業所に送って労働に従

事させるという形態である（下請型）。発注者と

業務請負企業との間に業務請負契約が結ばれ，業

務請負企業と労働者との間に労働契約が結ばれて

いる。したがって，このケースでは請負労働者は

形式的に業務請負企業の正式の労働者である。

下請型の業務請負は，戦後，造船業における請

負工，鉄鋼業における社外工，サービス業におけ

る業務処理請負という形で広く存在した。これま

で裁判例にあらわれた事例としては，民間放送局

の放送関連業務に自己の雇用する労働者を派遣し

て業務を遂行した事例36），国内空港事業に従事す

る会社から委託を受けて飛行機の国内線搭載業務

および手荷物業務に自社の労働者を派遣した事

例37）などがある。

業務請負はこうした形態にとどまらないで，発

注者と業務請負企業との間で契約が締結され，業

務請負企業が再委託して請負労働者を発注者に派

遣して業務に従事させる場合がある（仲介型）38）。

ここでは，発注者と業務請負企業との間に業務請

負契約があり，さらに，業務請負企業と請負労働
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者との間に業務委託関係があり，請負労働者は形

式的には発注者および業務請負企業のいずれの関

係でも正式の労働者ではない。

さて，民法上の請負または委任であれば，請負

人および受任者は独自に労働を組織するので，注

文者と労働者との間に使用従属関係が生ずること

はない。しかし，業務請負では往々にして発注者

と請負労働者との間に雇用類似の関係が認められ

る。たとえば，自動車の製造ラインにおいて発注

者の従業員と業務請負企業の従業員が混在して作

業を行う場合などがこれにあたる。また，請負で

あれば報酬は成果に対して支払われるのに対し，

業務請負の報酬額は通常，労働者数・労働時間に

基づいて計算され，実際の支払額も一定期間内に

業務に使用した人数と時間の実数に基づいて支払

われることが多い。

要するに，業務請負の一部は，民事的な請負・

委任と労働者派遣・労働者供給との間の「グレー

ゾーン」に属している39）。その結果，請負労働者

の使用者は誰なのかという問題が生じる40）。

2 請負労働者と派遣労働者・供給労働者

いかなる請負労働者が派遣労働者または供給労

働者に該当するか。

労働者派遣とは，労働者派遣法２条１号によれ

ば，自己の雇用する労働者を，その雇用関係の下

に，派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労

働に従事させることをいい，派遣労働者を派遣先

に雇用させることを約してするものをここから除

外している。そして，同条２号は，派遣労働者を

派遣元事業主が雇用する労働者であって，労働者

派遣の対象となるものをいうと定義している。

しかし，この定義では請負労働者と派遣労働者

の違いは必ずしも明らかではない。そこで，旧労

働省は，昭和 61年労働省告示 37号をもって労働

者派遣事業と請負事業との区分基準を定めてい

る41）。

これによれば，請負形式の契約により行う業務

に自己の雇用する労働者を従事させる事業主であっ

ても，１自己の雇用する労働者の労働力を自ら直

接利用するものであること（指揮監督性の要件），

２請け負った業務を自己の業務として相手方から

独立して処理するものであること（独立性の要件）

が必要であり，このいずれか一つでも充足しない

場合は労働者派遣事業とされる。

業務請負では，図１のように業務請負企業は一

定範囲の業務を請け負い，自己の雇用する労働者

を指揮監督して業務を処理するのであるから，単

に労働者を派遣し派遣先が指揮監督して業務を行

う労働者派遣事業とは異なる（図 2）。この点に着

目して，区分基準は請負事業が自己の雇用する労

働者を自ら直接利用するものであること，すなわ

ち，指揮監督することを要件とした。

さらに，職安法 44 条（労働者供給事業の禁止規

定）の趣旨が，作業請負の発注者が使用者として

の責任を回避するために事業者としての実体をも

たないものを隠れ蓑として用いることを禁止して

いると解される42）ことから，区分基準は，業務請

負企業が独立の事業者として請け負った業務を処

理するものであることをもう一つの要件としたの

である。

以上の視点に立って，告示 37 号は，さらに，

上記１について業務遂行，労働時間等，企業にお

ける秩序維持・確保等に関する指示その他の管理

を自ら行うことを要件とし43），上記２の独立性要

件としては，業務処理に要する資金を自ら調達し

支弁すること，業務処理について民法・商法その

他の法律に規定する事業主の責任をすべて負うこ
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と，「単に肉体的な労働力を提供するものでない

こと」を要件44）としている。

業務請負企業が労働者を雇用ではなく業務委託

の形式で発注者に派遣する場合（仲介型），労働

者派遣と労働者供給の両方が問題となる。

労働者供給とは「供給契約に基づいて労働者を

他人の指揮命令を受けて労働に従事させることを

いい」，労働者派遣法２条１号に規定する労働者

派遣に該当しないものをいう（職安法４条６項）。

この場合，「供給契約」とは，供給先と供給元と

の間に締結される労働者の提供に関する契約であ

り，供給労働者と供給元との間に雇用契約関係が

ある場合も実力的な支配関係がある場合も含むも

のであり，「他人の指揮命令を受けて労働に従事

させる」とは，供給先と供給労働者との間に雇用

関係がある場合も事実上指揮命令の下に労働させ

る場合も含むと解される45）。

労働者派遣事業は，労働者供給事業の中から，

供給元と労働者との間に雇用関係があり，供給先

と労働者との間に指揮命令関係しか生じないよう

な形態をとりだしたものである。したがって，図

3のように供給元と労働者との間に雇用関係のな

いもの，および図４のように供給元と労働者との

間に雇用関係がある場合であっても，供給先に労

働者を雇用させることを約して行われるものにつ

いては，労働者供給事業に該当する。

労働者供給事業と作業請負事業との区分につい

ては，職安法施行規則４条が区分基準を定めてい

る。しかし，上記のように，労働者派遣事業は労

働者供給事業の中からぬきだして規制されている

ことから，請負事業の範囲に変更がなく，職安法

施行規則４条と労働省告示 37 号の区分基準は実

質的には同じ内容である46）。

さて，業務請負（作業請負）事業が労働者派遣

事業または労働者供給事業に該当するか否か判断

するにあたっては，当事者が用いた契約形式のい

かんにかかわらず，当事者間の雇用関係および支

配関係の実質に照らして判断しなければならない。

すなわち，仲介型の業務請負において，業務委託

等の形式で業務を処理する個人（委託労働者）に

ついて雇用関係が認められる場合であって当該委

託労働者に発注者との間に指揮命令関係があると

認められるとき，当該業務請負企業は労働者派遣

事業を行う者と判断される。

これに対して，委託労働者に雇用関係が認めら

れず，かつ，委託労働者に発注者との間に指揮命

令関係があると認められるとき，当該業務請負企

業は労働者供給事業を行う者と判断される。

3 発注者と請負労働者の法律関係

(1)請負労働者の法的保護

請負労働者が派遣労働者または供給労働者とみ

られる場合，かれらは，職安法 44 条で禁止され

た労働者供給事業または無許可の労働者派遣事業

の下で就業していることになる。その場合，職安

法は供給元・供給先に刑事制裁を用意しているが

供給労働者に対する保護規定を設けておらず，ま

た，労働者派遣法も違法な派遣元事業主に対する

刑事・行政制裁を用意しているが，派遣労働者の

派遣先との法律関係を創設する規定をもっていな

い。そこで，こうした請負労働者は発注者との間

の法律関係の存在の確認を求めて争うことになる。

裁判例は，大きく分けると，発注者と労働者と

の間の黙示的意思の合致という法的構成（労働契

約の黙示的成立説）を用いて労働契約の成立を認

めたもの，業務請負企業の法人格を否定して発注

者との法律関係を認めたもの（法人格否認の法理

適用説）などがある。
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労働契約の黙示的成立を認めた事例には，近畿

放送事件（京都地決昭和 51.5.10 労判 252 号 17頁），

サガテレビ事件［第１審］（佐賀地判昭和 58.6.7 判

時 1084 号 126 頁）などがあり，近年では，センエ

イ事件（佐賀地裁武雄支決平成 9.3.28 労判 719 号

38 頁），安田病院事件［控訴審］（大阪高判平成 10.

2.18 労判 744 号 63 頁）などがある。

これを否定した事例も多数あるが，代表的なも

のにサガテレビ事件［控訴審］（福岡高判昭和 58.

6.7 判時 1084 号 126 頁），最近のものとしては大阪

空港事業（関西航業）事件［控訴審］（大阪高判平

成 15.1.30 労判 845 号５頁）がある。

問題は発注者と労働者との間にいかなる事情が

あれば黙示的な意思の合致があったと評価しうる

かである。

この点について，当初，裁判例に二つの流れが

存在した。一つは，発注者と請負労働者との間に

使用従属関係がある場合，発注者と業務請負企業

との間の請負契約は職安法 44 条を潜脱するため

の単なる法的な形式にすぎず，労働者保護および

労働の民主化をはかる同法の趣旨から発注者と労

働者との間の意思の合致を推認できるとする裁判

例（サガテレビ事件［第１審］判決に代表される）

である。

これに対し，もう一つの流れは，当事者間に使

用従属関係があることの一事をもって労働契約が

成立したとはいえずそこに当事者間の意思の合致

があったと認められる事情が必要だとする裁判例

（前掲サガテレビ事件［控訴審］判決に代表される）

である47）。

その後，後者の理論が裁判例において支配的と

なり，これによれば，黙示の意思の合致によって

契約が成立しているというためには，使用従属関

係の存在に加えて業務請負企業がそもそも企業と

しての独自性を有しないとか，企業としての独立

性を欠いていて発注者の労務担当の代行機関と同

一視しうるものである等その存在が形式的名目的

なものにすぎず，かつ，発注者が請負労働者の賃

金額その他の労働条件を決定していると認めるべ

き事情が必要だとし，さらに，当該業務請負が職

安法 44 条に違反してもそれだけの理由で業務請

負企業と請負労働者との間の雇用契約を無効であ

るとなしえないとしたのであった（前掲サガテレ

ビ事件［控訴審］判決）。

当事者間の黙示的合意の存否を判断するにあたっ

て，裁判例は，具体的な指標として48），１労働者

が発注者の指揮命令の下に拘束を受けて就労する

状態の存在49）を重視しながら，２発注者が事前面

接などをして使用する労働者を実質的に決定した

こと50），３請負業者が支払う賃金額その他の就業

条件を発注者が実質的に決定していること51），４

発注者が請負労働者の勤務時間，業務の配置など

を指定するなど発注者の管理体制に請負労働者を

組み入れて，発注者の従業員と区別できないこ

と52），５業務請負企業が独立した企業としての実

体を有していないか，発注者の賃金支払などの代

行機関にすぎなくなっていることなど53）の諸事情

を総合的に考量してきた。

裁判例と同様に，学説にあってもまず発注者と

労働者との間に使用従属関係が存在しなければな

らないとする点ではほぼ一致している。ところが，

ここから直ちに労働契約の成立を認めるかどうか

については見解が分かれる。

一部の学説には，契約締結の意思の合致はない

けれど「契約が有効に成立し存在している場合と

同様の社会類型的関係」が客観的事実として存在

すれば，契約が有効に成立しているのと同様の法

的効果を与えるべきだとする説（事実的労働契約

説）54），使用従属関係がある限りそこに労働契約

の存在が推定され発注者は労働契約締結意思の不

存在をもって抗弁できないとする説55）があるが，

学説の多数は，発注者・請負労働者間の労働契約

の成立を認めるためには，当事者意思の合致が存

在すると評価できる事情が必要であるとする56）。

法人格否認の法理とは，株主と会社の法人格の

独立性を形式的に貫くことが正義・衡平に反する

場合に特定の事案につき会社の法人格の独立性を

否定し，会社とその背後の株主とを同一視して衡

平な解決をはかる法理である57）。法人格が否認さ

れる場合には「法人格が全く形骸にすぎない場合」

と「法人格が法律の適用を回避するために濫用さ

れる場合」がある。

法人格否認の法理は労働事件では，主に，親会

社が子会社の労働組合を嫌悪して子会社を解散し

63



64 No. 526/May 2004

た場合58）やその業務のほとんどを親会社からの委

託に依拠していた専属下請会社が親会社からの委

託契約解約によって事業閉鎖し従業員を解雇した

場合59）に用いられる。

業務請負において法人格否認の法理が適用され

る事例は，主に法人格濫用の事例であるが，法人

格濫用が認められるためには，法人を道具として

意のままに支配しているという「支配」の要件と

不当労働行為法を潜脱するといった「違法又は不

当な目的」の要件の双方を充たす必要がある。法

人格濫用事例については，裁判例は昭和 50 年代

には，法人格の異別性を濫用目的で利用するとい

う「目的の要件」のチェックが働くことから「支

配の要件」は形骸化事例より緩やかに認める傾向

があったが60），近年では，この「支配の要件」を

厳格に解する裁判例（前掲大阪空港事業（関西航業）

事件）もある。

学説においては，法人格否認の法理の意義に懐

疑的な学説も有力であり61），この学説は「企業結

合のもとにおける労働組合活動ないし労働者保護

の観点より不当労働行為に関する規範の解釈を通

して結論を導き出すべき」として規範解釈を通じ

て問題解決をはかるべきだとする62）。

請負労働者の発注者に対する法律関係について

は，このほか，建設請負において元請企業と下請

労働者間の「雇傭契約に準ずる法律関係」に基づ

き元請企業の下請労働者に対する安全配慮義務違

反を認めた事例63），また，請負労働者労働組合が

申し入れた団体交渉を発注者が使用者ではないこ

とを理由に拒否したことに対し，発注者が「雇用

主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事さ

せ，その労働者の基本的な労働条件等について，

雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的

かつ具体的に支配，決定することができる地位に

ある場合，その限りにおいて」当該発注者を労働

組合法７条にいう「使用者」に当たるとした裁判

例64）がある。

(2)ユーザー責任

これまでの裁判例をみると，請負労働者・発注

者間の法律関係を検討するにあたって二つの立場

が存在していると思われる。

「労働契約の黙示的成立」構成が，発注者・請

負労働者間の使用従属関係を前提にし，かつ請負

労働者に対して労働法の保護規範すべてを適用さ

せるのに対して，法人格否認の法理その他の構成

は，当事者間の使用従属関係を前提にしないで，

不当労働行為法や安全配慮義務といった個別規範

の適用対象（名宛人）を労働契約上の使用者以外

の第三者に拡張し，当該規範の保護に限って請負

労働者を救済している。

労働法規および判例により形成されてきた労働

者保護の準則は，これまで労働契約を受け皿とし

て適用されてきた。したがって，請負労働者が発

注者との関係で保護を得るためには請負労働者が

発注者の被用者であると主張することは自然であ

る。

しかし，裁判例のもう一つの流れをみると，労

働契約の黙示的成立という構成が唯一の解決策で

はないことは明らかである。業務請負における問

題はさまざまであり，業務請負企業が解散して解

雇され，発注者に対し労働契約上の地位の承継を

求める場合には発注者との関係で正式の労働者と

なることが有効な解決策といえるが，発注者に対

する未払賃金または損害賠償などの一時的請求を

なす場合には，請負労働者は，業務請負企業の被

用者という法的地位にありながら，なお，他企業

労働力の利用者（ユーザー）に対し請求できると

すればよい。すなわち，事案に応じて必要な範囲

でユーザーに対し責任を割り当てることがここで

の問題であるといってよい。

以上の検討から，筆者は，請負労働者・発注者

間の法律関係について三つの状況を区分し，今後

それぞれの課題を明らかにする必要があると考え

ている。紙幅の都合で簡単に記述すると以下のと

おりである。

一つは，請負労働者が発注者に対して労働契約

上の労働者（被用者）の地位を争う状況である。

第２は，発注者が個別規範の潜脱ないし法律回

避を意図して業務請負に伴う三者間関係を利用し

たと評価できる状況である。ここでは，回避され

た保護規範が第三者である発注者に対しても適用

され，発注者は請負労働者に対し直接に義務を負

うとすべきである。これまで，主として不当労働

行為法の潜脱が問題とされてきたが，これにとど
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まらず，整理解雇のルールの潜脱も考慮されるべ

きであり65），その際，発注者に対する請負労働者

の「引受請求権」の可能性も検討されるべきであ

る66）。

第３は，発注者・請負労働者間に雇用類似の関

係が存在する状況である。この場合，業務請負企

業との労働契約関係は存続したままであり，請負

労働者は，必要な範囲で，本来の使用者である業

務請負企業に請求できる権利の一部を第三者であ

る発注者に対しても連帯して請求できるとすべき

であろう。

筆者は，第 2・第３の発注者の責任を労働契約

上の使用者責任と区別するために，「ユーザー責

任」と呼んでいる67）。

1）実務で用いられている契約書の内容については，鎌田耕一
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